
○
総
務
省
令
第
二
十
七
号

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
七
十
六
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の
様
式
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

鳩
山

夫

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
に
係
る
書
面
の
様
式
を
定
め
る
省
令

（
退
職
手
当
支
給
制
限
処
分
書
の
様
式
）

第
一
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式
及
び
法
第
十
四
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る

場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、



別
記
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
第
一
項
（
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
手
当
管
理
機
関
に
上
級
行
政
庁
が
あ
る
と
き
（
退
職
手
当
管
理
機
関
が
主
任
の
大
臣
又
は
宮
内
庁
長
官
若
し
く
は

外
局
若
し
く
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
庁
の
長
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
又
は
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政

手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
（
以
下
「
行
政

不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
」
と
い
う
。
）

別
記
様
式
第
二

二

前
号
に
該
当
し
な
い
と
き

別
記
様
式
第
三

（
退
職
手
当
支
払
差
止
処
分
書
の
様
式
）

第
二
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の
書
面
の

様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
十
三
条
第
二
項
（
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
十
項
に
お
い
て



準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
十
三
条
第
二
項
（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。

４

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式

は
、
別
記
様
式
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。

（
退
職
手
当
返
納
命
令
書
の
様
式
）

第
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

別
記
様
式
第
八

二

前
号
に
該
当
し
な
い
と
き

別
記
様
式
第
九

２

法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
六
項
又
は
法
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、
次



の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

別
記
様
式
第
十

二

前
号
に
該
当
し
な
い
と
き

別
記
様
式
第
十
一

（
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が

あ
る
旨
の
通
知
書
の
様
式
）

第
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
退
職
手
当
相
当
額
納
付
命
令
書
の
様
式
）

第
五
条

法
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

二
条
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

別
記
様
式
第
十
三

二

前
号
に
該
当
し
な
い
と
き

別
記
様
式
第
十
四

２

法
第
十
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
の

書
面
の
様
式
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



一

行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

別
記
様
式
第
十
五

二

前
号
に
該
当
し
な
い
と
き

別
記
様
式
第
十
六

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

２

次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

退
職
手
当
の
返
納
に
関
す
る
省
令
（
平
成
元
年
総
理
府
令
第
六
号
）

二

退
職
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
処
分
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
総
理
府
令
第
四
十
四
号
）


